
「長崎県ケアラー支援に関する有識者会議」委員の公募要領

○ 県では、令和５年４月に「長崎県ケアラー支援条例」を施行し、県におけるケアラー支援に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため、令和６年３月に「長崎県ケアラー支援推進計画」を策定

しました。本計画の推進に関して幅広い観点から意見を聴取するために設置している「長崎県ケア

ラー支援に関する有識者会議（以下「有識者会議」という。）」の委員を公募します。本県における

ケアラー（ヤングケアラー）の支援施策の推進に関心をお持ちの方からのご応募をお待ちしており

ます。

○ 募集期間は、令和７年１月１７日（金）から２月１４日（金）までです。（必着）

○ 募集委員の人数は、３名程度です。

○ 応募資格は、県内に居住又は通勤（通学）している１８歳以上（令和７年４月１日現在）の方を対象

とします。

○ 任期は、原則として、委員を委嘱された日（令和７年４月予定）から２年間です。

○ 活動内容は、有識者会議へ出席していただき、審議や提言をしていただきます。有識者会議は、令

和７年度に年間２回程度（1回あたり２～３時間程度）、令和８年度に年間１回開催する予定です。

○ 会議開催の際は、交通費等（県の基準による）をお支払いします。

○ 有識者会議は、学識経験者、当事者・民間支援団体、ケアラー支援を行う関係機関及び行政機関、

事業者団体、労働者団体、公募による県民等から、計１５名程度で構成する予定です。

○ 委員の氏名は、県のホームページ等で公表されますので予めご承知おきください。

○ 応募方法は、次のとおりです。

「長崎県ケアラー支援に関する有識者会議・応募申込書（別紙）」に必要事項を記入し、

「長崎県のケアラー支援施策推進に向けた提言、意見等」（８００字程度の小論文）を添えて、

郵送によりお申し込みください。

※ 小論文の書式は自由です（ワープロ可）。

※ 原稿は返却いたしませんので、ご了承ください。

○ 選考：小論文による一次選考の後、令和７年３月中に、二次選考として面接（会場：長崎県庁）を行

い、決定します。

○ 応募先：〒８５０－８５７０

長崎市尾上町３－１  長崎県福祉保健部長寿社会課地域包括ケア推進班

            電話   （代表）０９５－８２４－１１１１（内線４９６５）

（直通）０９５－８９５－２４３４


